
施設長期入所 

利用者負担説明書 変更同意書 

 

 

２０２４年６月１日施行の介護報酬改定に伴う、施設利用約款（別紙４）「利用者負担説明書」の  

変更について、その内容を理解しましたので、これに同意いたします。 

 

 

変更内容１．介護職員等の処遇改善加算の１本化 

 

従来の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等ベースアップ

等支援加算の３種類の処遇加算が１本化され、新たに「介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）」となります。 

介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、賃金改善に充てることを目的とした

加算です。基本サービスと加減算に加えた単位数に、加算率７．５％を乗じた分が単位数になります。 

 

 

変更内容２．食費（おやつ代含む）および日常生活費（教養娯楽費含む）の値上げ 

 

近年の物価上昇や食材費の高騰、その他運営にかかる諸経費の増加に伴い、現行の料金では質の高

いサービスを維持することが困難となっているため。 

 

※食費の値上がりについては、介護保険負担限度額認定が非該当の方のみです。 

※日常生活費（教養娯楽費含む）の値上がりについては、全利用者様が対象となります。 

 

■改定後料金（２０２４年６月１日～） 

 

食費（おやつ代含む）：１日 １，９５０円 ⇒ ２，４００円 

日常生活費（教養娯楽費含む）：１日 ７５０円 ⇒ １，０００円 


